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 午前１０時００分 開議 

 

       ◎ 開議宣告 

●中村議長 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 諸般の報告 

●中村議長 議事に入る前に、諸般の報告を行います。 

 事務局長に諸般の報告をさせます。 

 山田事務局長。 

●山田事務局長 諸般の報告を申し上げます。 

 ４番杉野好行議員から本日の会議を欠席する旨の届け出がありましたので、ご報告

いたします。 

 以上です。 

●中村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●中村議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって１番小笠原玄記議員及び２

番後藤孝夫議員を指名します。 

 

       ◎ 請願第２号 

●中村議長 日程第２ 請願第２号 国内の農業を犠牲としないことを求める請願書

の件を議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 岩井産業厚生常任委員長。 

●岩井産業厚生常任委員長 請願審査報告書。 

 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第

９４条第１項の規定により報告します。 

 記。 

 １、請願受理番号。請願第２号。 

 ２、付託年月日。令和７年６月３日。 

 ３、件名。国内の農業を犠牲としないことを求める請願書。 

 ４、審査の結果。「採択すべきもの」と決定。 
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 ５、委員会の意見。燃油・肥料・飼料等の生産資材価格の高止まりにより、本町を

はじめ北海道の農業者は厳しい経営状況となっていることから食料基地北海道にあっ

ても離農者が増加傾向にある。 

 こうした中、日米関税交渉において農産物の輸入拡大・関税の削減、検疫措置の緩

和などを交渉材料に自動車などの追加関税の撤廃等を求めることは断じて認められな

いため、日米関税交渉にあたっては、食料安全保障の観点に立ち国内の農業を犠牲に

した交渉は行わないよう国に求めることは、地域経済を守るためにも必要であること

から願意妥当とするものである。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから請願第２号を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

 お諮りします。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第２号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しまし

た。 

 

       ◎ 陳情第３号 

●中村議長 日程第３ 陳情第３号 地方財政の充実・強化に関する陳情の件を議題

とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 大谷総務文教常任委員長。 

●大谷総務文教常任委員長 陳情審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第

９５条の規定により報告します。 

 記。 

 １、陳情受理番号。陳情第３号。 
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 ２、付託年月日。令和７年６月３日。 

 ３、件名。地方財政の充実・強化に関する陳情。 

 ４、審査の結果。「採択すべきもの」と決定。 

 ５、委員会の意見。現在、地方自治体では、急激な少子・高齢化にともなう、社会

保障制度の整備、子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、ＤＸ

の推進、脱炭素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる新たな役割が求められて

いる。 

 加えて、多発化する大規模災害への対応や新興感染症への備えも求められる中、地

方公共サービスを担う人員は圧倒的に不足しており、職場における疲弊感は日々深刻

化している。 

 このため、生活に密着した公共サービスの確保と地域経済の活性化を図るために

は、小規模自治体に配慮した地方財政予算を安定的に確保することは必要であること

から願意妥当としたものである。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから陳情第３号を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

 お諮りします。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、陳情第３号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

       ◎ 陳情第４号 

●中村議長 日程第４ 陳情第４号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２へ

の復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた陳情

の件を議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 大谷総務文教常任委員長。 
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●大谷総務文教常任委員長 陳情審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第

９５条の規定により報告します。 

 記。 

 １、陳情受理番号。陳情第４号。 

 ２、付託年月日。令和７年６月３日。 

 ３、件名。義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学

級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた陳情。 

 ４、審査の結果。「採択すべきもの」と決定。 

 ５、委員会の意見。教育の機会均等・教育水準の最低保障を担保するため、義務教

育費国庫負担制度の堅持や義務教育費国庫負担金負担率の復元、３０人以下学級の実

現、保護者負担の解消、さらには子どもたちの負担を軽減し学校をゆたかな学びの場

とする地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進に係る予算の確保・充実

は、未来を担う子どもたちを教育する上で重要であることから願意妥当としたもので

ある。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから陳情第４号を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

 お諮りします。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、陳情第４号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

       ◎ 陳情第５号 

●中村議長 日程第５ 陳情第５号 ２０２５年度北海道最低賃金改正等に関する陳

情の件を議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 
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 岩井産業厚生常任委員長。 

●岩井産業厚生常任委員長 陳情審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第

９５条の規定により報告します。 

 記。 

 １、陳情受理番号。陳情第５号。 

 ２、付託年月日。令和７年６月３日。 

 ３、件名。２０２５年度北海道最低賃金改正等に関する陳情。 

 ４、審査の結果。「採択すべきもの」と決定。 

 ５、委員会の意見。雇用労働者のうち非正規労働者が占める割合が高い北海道にお

いては、地域経済の底上げや社会保障制度の維持・充実のためにも賃金体系改善は喫

緊の課題である。 

 また、北海道の最低賃金は、依然として地域別最低賃金の全国平均を下回る状況に

あり、北海道地方最低賃金審議会の答申書に表記されている最低賃金額についても全

国平均を下回る答申となっている。 

 このため、北海道における最低賃金を大幅に引き上げることは、本町の労働者の生

活と地域産業の持続性を支える上でも重要であることから願意妥当としたものであ

る。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから陳情第５号を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

 お諮りします。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、陳情第５号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

       ◎ 発議第３号 
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●中村議長 日程第６ 発議第３号 豊頃町議会委員会条例の一部改正についてを議

題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。 

 ５番藤田博規議員。 

●藤田議員 発議第３号。提出者、豊頃町議会議員藤田博規。賛成者、豊頃町議会議

員大谷友則、同上岩井明。同上後藤孝夫。 

 豊頃町議会委員会条例の一部改正について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の

規定により提出します。 

 提出の理由。豊頃町課設置条例（平成３０年条例第１号）が改正されたことに伴

い、条例中の関係規定を改正するものである。 

 豊頃町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

 豊頃町議会委員会条例（昭和６２年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号アを次のように改める。 

 ア、総務政策、住民、産業（町有林に関するものに限る。）及び施設（町営住宅に

関するものに限る。）の各課の所管事務に関すること。 

 第２条第２号アを次のように改める。 

 ア、福祉、産業（町有林に関するものに除く。）及び施設（町営住宅に関するもの

を除く。）の各課の所管事務に関すること。 

 附則として、この条例は令和７年７月１日から施行する。 

 以上です。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから発議第３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 
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       ◎ 発議第４号 

●中村議長 日程第７ 発議第４号 豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例の一

部改正についてを議題とします。 

本案について、提出者の説明を求めます。 

５番藤田博規議員。 

●藤田議員 発議第４号。提出者、豊頃町議会議員藤田博規。賛成者、豊頃町議会議

員大谷友則、同上岩井明、同上後藤孝夫。 

 豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の

規定により提出します。 

 提出の理由。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」の改正に伴い、条例中の関係規定の改正を行うとともに、規定の文言等につ

いての所要の整備を行うものであります。 

 それでは、豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の具体

的な改正内容について、順を追って説明します。 

 はじめに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」の改正に伴い、第２条第１０項中の「第２条第８項」を「第２条第９項」に改

め、第１２条第５項の表第３９条第１項第１号の項中「第２条第９項」を「第２条第

１０項」に改めます。 

 次に、文言等の整理のため、第２条第４項中の「。以下」を「。第２１条におい

て」に、同条第１０項中の「以下」を「第１２条第５項において」に改め、第１２条

第５項中の「及び第３０条」を削り、第１７条第１項各号列記以外の部分中「以下」

を「第３項において」に改め、同条第２項第１号ア中「又は報酬、福利厚生」を「若

しくは報酬若しくは福利厚生」に、「その他」を「又は」に改めます。 

 また、同じく文言等の整理のため、第１９条第１項中の「議会の保有する」を削

り、同条第２項中、第２８条第２項中、第３３条第３項中、第３９条第１項中及び第

４０条第３項中の「この章において」を削り、第１９条第２項中、第３２条第２項中

及び第３９条第２項中の「この章及び第４９条において」を削り、第４８条中「第４

章」を「前章」に改め、第４９条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加えま

す。 

 なお、附則として、この条例は、公布の日から施行すると規定しております。 

 以上です。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから発議第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 一般質問 

●中村議長 日程第８ 一般質問を行います。 

 通告順により１項目ごとに発言を許します。 

 通告順１、１番小笠原玄記議員、ご登壇願います。 

 １番小笠原議員。 

●小笠原議員 １番小笠原です。 

 通告に従い、町長２期目の政策について１項目５点質問いたします。 

 （１）インフレ下での各種助成金の見直しについて。 

 町長は、子育て世代の経済的負担軽減の一層の充実を公約の一つとして掲げていま

す。 

 国においては令和６年１０月から児童手当が拡充され、高校生も対象となったほ

か、今年度からは高等学校等就学助成金の所得制限が撤廃となり、さらに来年度には

私立高校助成額の所得制限撤廃も予定されており、高校生の保護者にとっては教育費

負担の軽減が見込まれております。 

 しかし、現在、物価が急速に高騰しており、この軽減以上の影響があると考えられ

ます。総務省統計局発表の消費者物価指数を見ると、令和２年を１００とした場合、

町長１期目の任期間で見ると、令和３年が９９．８であったのに対し、令和７年４月

は１１１．５と、１１．７ポイント上昇しております。 

 また、通勤通学の面においても、公共交通が本年相次いで値上げしています。ＪＲ

北海道は本年４月１日から５年半ぶりの運賃改定を行い、豊頃、池田駅間の高校生通

学定期１か月分は６９０円、８．６パーセント値上げして８，６９０円。豊頃、帯広

駅間は１，３５０円、１１．７パーセント値上げとなり、１万２，８１０円となりま

した。 
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 また、管内大手バス会社も６月２日に２９年ぶりの運賃改定を行い、平均１４．５

パーセント値上げとなったと新聞報道もありました。 

 このような状況を踏まえると、現在、町が設けている各種助成金について、現状の

インフレ、家計負担状況に対応した見直しが喫緊の課題であると考えます。 

 子育て世代については、高等学校就学助成金や小中学生の修学旅行交付金、保育所

通所支援金のほか、現役世代においては町外通勤助成制度、高齢者世代にあっては福

祉灯油券の給付量を見直し、地域活動においては協働のまちづくり地域提案支援事業

交付金など、物価高騰の対象となり生活や学業に必須と考えられる消費活動に関連し

た町の助成は多岐にわたっています。 

 今後、これら助成金額の見直しを含めた具体的な対応について伺います。 

 （２）産業振興について。 

 農林水産業、商工建設業など、町における基幹産業について事業継承ができる家族

がいないことなどから、事業継続を断念するケースが今後ますます増加し、特に農業

においては、その離農者の耕作面積を他の事業者が担いきれず、また、地域における

基盤整備活動が満足に行えなくなる可能性が増えることから、これまで本議会で議論

されてきた後継者対策に加え、第三者継承を含めた担い手対策が必要となっている局

面と考えます。 

 これは、人口減少抑制や産業規模の維持という面でも、町において税収の確保や地

方交付税減少の抑制という意味では、非常に重要であると考えます。 

 担い手確保については、各産業団体でも様々な施策を打ち、各種研修やサポート体

制を整えていますが、近年、近隣自治体では、地域おこし協力隊制度を活用した基幹

産業の担い手、後継者確保を行っているところも増えています。 

 町としてこのような制度を活用する考えはありますか。また、近隣自治体の新規産

業創出や誘致活動の動向を踏まえた、我が町における空き地や遊休施設活用について

の考えも伺います。 

 （３）茂岩地区商店街について。 

 豊頃町の中心である茂岩地区商店街において、町長１期目の任期中には、新しい店

舗が複数開店した一方、閉店した店舗も複数ありました。消防庁舎移設を含めた商店

街の再構築については、町長２期目の肝となるものと考えられます。 

 今後の商工会との連携体制や本地区における公共施設のこれまでの評価及び今後の

活用について、持続的な商店街発展に向けた町の助成、サポート体制についての、町

長２期目における具体的な対策を伺います。 

 （４）町長の広聴体制について。 

 広聴については、各種団体会合や行政区長会議、生涯教室における町長による講話
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など幅広く意見を聞き入れている機会が多いと思いますが、２期連続で無投票となっ

たなど、積極的に広聴をする必要性がない環境も相まって、現役世代や子育て世代な

どに対する広聴機会が少なく感じています。 

 子育て世代、とりわけ母親の参加が多い赤ちゃん広場やわんぱく広場などの視察を

兼ねた広聴や、他町の首長が実施している一般町民向けの町長による町政懇談会の開

催などを行う考えはあるか伺います。 

 （５）地域自主防災組織について。 

 今期の政策発表報道において、防災対策として地域自主防災組織の立ち上げを全行

政区で目指すとの記事がありました。 

 これには、今年度から開始した地域担当職員制度を活用するとの考えですが、この

制度をどのように活用していくのか、町長の考えを伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員の質問にお答えいたします。 

 まず、１番目のインフレ下での各種助成金の見直しについてです。 

 議員もご承知のとおり、私、子育て世代の経済的負担の軽減の一層の充実を公約と

して掲げています。人口減少対策が喫緊の課題とされる今日、安心して子育てができ

る環境を整えることが、選ばれる自治体としての重要なファクターになってくると

思っております。 

 このようなことから、本町では私の就任以前から各種助成制度を設けて支援を続け

ておりますが、昨今の物価上昇が日々の生活に大きな影響を与えていることは、私自

身、町民の皆さんの声を通じて強く実感しているところです。 

 議員ご指摘の高等学校就学助成金や修学旅行交付金、保育所通所支援金ですとか、

ほかにも高校までの医療費無償化などもございますけれども、そういったものが子育

て世代の経済的負担の軽減策としての機能を一定程度果たしているものと捉えていま

す。 

 また、福祉灯油等についても、交付対象となる高齢者の経済的負担に効果があるも

のと思っております。 

 これらの支援は、社会情勢を踏まえて柔軟に対応していく必要性は感じておりまし

て、実情を踏まえての助成ですとか金額の検討を進めてまいりたいと思っています。 

 なお、そのほかにも様々な助成制度や支援事業がございますが、それぞれ目的を

持っているものでございます。先ほどの議員の発言にもありました町外通勤助成は移

住・定住対策を目的としたもので、また、協働のまちづくり地域提案支援事業につき

ましては、地域住民による自主的な活動を支援する制度でございまして、経済的支援
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を目的としたものではないと考えております。 

 ただし、それぞれが根拠を持って助成金の額を算出しているものですから、一定の

期間が経過した後は、実情を踏まえて、しっかりと見直す必要があると思っておりま

す。 

 今後、財源は限られておりますので、どこにどれだけ配分するのかなど、関係各位

と協議し、実情を踏まえて、よりよい支援が可能となるよう取り進めてまいりたいと

思っています。 

 次に、２番目にありました産業振興についてです。 

 本町の基幹産業等の後継者、事業継承等に係る課題につきましては、議員ご質問の

とおり大きな課題であることは認識しているところですけれども、地域おこし協力隊

については平成３１年度から令和５年度までの５年間で、活動地域と同一地町村に定

住した協力隊のうち約１５パーセントの隊員が一次産業に就業若しくは起業している

ことが総務省の調査結果として公表されておりまして、協力隊にとって一次産業が職

業として選択肢になり得るということも私は理解しております。 

 昨今、全国的にも地域おこし協力隊員の数は増加し続けております。令和６年度、

全国で７，９１０名、十勝管内でも１７町村で１２３名の協力隊員が活動していま

す。本町においても、現在、２名の協力隊員が町内で起業に向けて準備を進めている

ところです。 

 町といたしましても、協力隊の募集に関しては、これまで飲食業や小売業を中心と

した新規起業者や商工業及び観光業の振興のための人材、ふるさと納税などの業務に

携わっていただける方を中心に募集してきたという経過がございますが、今後、首都

圏での協力隊の募集フェアなどに参加した際には、先ほどありました一次産業の担い

手、後継者対策も募集の一つとして、希望される方の意向を組み入れていきたいと考

えております。 

 また、空き地・遊休施設を活用した産業の誘致につきましては、令和６年１２月に

策定いたしました第２期豊頃町空家等対策計画の基本的な施策において、町内の未利

用となっている空き地、空き家を活用した地域産業の活性化及び企業誘致、創業支援

などを定めておりますことから、地域住民や各産業団体そして自然環境など、本町へ

の影響を十分に検証しながら、持続的な雇用創出や経済波及を図るため、立地や資

源、デジタル技術その他外部人材など、あらゆる可能性にチャレンジしながら、積極

的に取り組んでまいりたいと思っております。 

 次に３番目にありました茂岩地区商店街の再構築についてです。 

 議員がおっしゃるとおり、商店街の再生につきましては、地域のニーズや特性を踏

まえた考え方を取りまとめ、商工会と連携し、地域資源を活用したコンパクトな商店
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街の再生に取り組むこととして、私の公約にも掲げる大きなものとなっています。 

 商店街の衰退は、町民の生活に影響を与えるだけでなく、町の存続に関わる重要な

課題と捉えておりまして、空き店舗や後継者問題など課題を整理するとともに、再生

方法など、商工会だけでなく広く意見をいただきながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

 議論の方向性や考え方によっては、空き店舗対策だけでなく、周辺の土地利用につ

いても考慮する必要がございますけれども、基本的には町が主導するのではなく、一

緒に作り上げていくことが望ましい形であると考えています。まずはこれからといっ

たところでございますけれども、迅速に物事を進めてまいりたいと思っております。 

 また、茂岩地区の公共施設についての評価、今後の活用等については、地域経済の

活性化や観光振興等の推進を支援するということから、まちなか活性化拠点施設「コ

コロコテラス」がございます。議員ご承知のとおり、ふるさと納税事務や互産互生事

業、店舗販売、宿泊事業などを展開しております。 

 店舗の小売については、ギャラリーの利用も併用しながら、来客数及び販売数は

年々伸びており、宿泊もコロナ収束後は年間おおむね２００泊弱と、一定程度、町内

外から利用や経済効果があるものと感じています。 

 今後は、茂岩地区商店街の再構築に向けて構想や計画を詰めていく中で、施設と現

在の事業展開の在り方を含め、将来に向けてブラッシュアップをしてまいりたいと考

えています。 

 次に、四つ目の町長の広聴体制についてであります。 

 町政を進める上で、町民の皆さんの声を聞くことは非常に大切であると捉えていま

す。私の政策スローガンであります「皆が主役 一人ひとりが大切」も、当然のこと

ながら、このことから成り立っています。 

 議員からお話がありました赤ちゃん広場やわんぱく広場への視察は、ぜひしたいと

思っています。その中で、親御さんからお話を聞くことは大切であると思いますが、

その機会が頻回になってしまうと、やはり立場上、ご迷惑をおかけする場合もあるか

と思っています。 

 私が行って場の雰囲気を壊してはいけないというふうに思っていますし、子育て中

の親御さんが自由に参加して、日頃の子育ての悩みや育児に関する不安などを相談し

たり、ほかの親御さんと交流したりする場でありますので、そこへ行って、子育て世

代の声を的確に受け止めることは重要であると思っておりますけれども、やり方を

しっかりと考えて対応していきたいと思います。 

 また、町政懇談会的な町民との対話をする機会の重要性も理解をしております。た

だ、その一方で、やっても参加者がなかなか限られるということがこれまでもござい
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ました。一定日時に一堂に会してという形では、なかなかその声を的確に把握するこ

とに限界があるのではないかと思っています。 

 そういったこともありまして、「暮らしの中で声を聞く」という姿勢で、出会った

方とできる限り会話をして、その中でその方のお考えやお困り事、そして地域での様

子などを聞き取ることを心がけております。 

 様々なニーズが世代にあるとは感じております。選挙時だけ格好のいいことを言う

のではなくて、しっかりと行動に移すよう心がけていきたいと思っています。 

 ５番目の自主防災組織についてであります。 

 自主防災組織とは、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という考えの

もと、地域住民が組織の結成に合意して、規約、計画、組織そして活動内容を定め、

自主的に結成する組織です。 

 災害対応には「自助・共助・公助」の考えのもと、大規模災害発生時は行政による

公助だけでは限界があります。自分の身は自分で守る「自助」とともに普段から関わ

りのある方々が協力しながら、情報の収集や伝達、そして被災された方を救護するな

どの共助の考え方に基づく組織が、この自主防災組織となります。 

 平常時から防災知識を得ることや訓練を行うことで、災害発生時における被害の軽

減につながるという重要な役割を果たすものです。 

 自主防災組織は、現在、町内で６組織、大津、牛首別、茂岩五区、茂岩六区、豊頃

二区、中央三区で設立されています。それぞれの組織において、避難訓練や防災講

話、防災拠点の視察、有事を想定した情報伝達などの活動を行っています。 

 また、地域担当職員が計画や企画の作成などを支援することで、自主防災組織の設

立に向けた取組を進めるとともに、組織の設立後にはそれぞれの組織で実施する防災

活動について資料の提供や訓練の実施などの補助を行ってまいります。 

 自主防災組織は行政区ごとに設立するとは限りません。広域的な括りで組織されて

もよいということになっています。近隣行政区との合同による組織設立という方法も

ございます。 

 地域との話し合いの中で決めていくことですけれども、地域の実情に柔軟に対応し

つつ、町内全域での組織設立に向けた取組を今後も進めてまいりたいと思っていま

す。 

 以上でございます。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 今いただいた回答をもとに再質問させていただきたいと思いますが、

まず（１）の各種助成金の見直しについてのところです。 

 こちらについては、諸々、実情を踏まえたところで判断していくという回答があり
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ましたけれども、それぞれの助成金の金額の算定のところには根拠があるという話も

伺いました。 

 今回、特に話題にしたいところは高校の通学助成、町外の通勤助成、修学旅行の交

付金についてですが、例えば、高等学校等就学助成と町外通勤者助成は平成２２年と

平成２３年にそれぞれ条例が制定されまして、最初は月額５，０００円という金額か

らはじまり、高校の就学助成が平成２９年に２，０００円アップ、町外通勤助成は平

成２８年に条例改正されて２，０００円アップしたという経緯が過去の会議録を見た

ときに分かったのですが、この制定当時の５，０００円の根拠は、過去の会議録を見

ますと、最寄りの高校までの列車での通学定期の１か月の料金だと思うのですけれど

も、当時６，０００円弱だったという記録がありました。こちらが理由で当時は５，

０００円ということで、おそらく町外通勤の助成も金額の根拠について言及は特にな

かったのですが、同じ理由だったのかなと捉えております。 

 まず、この金額の算定根拠について、今、月額７，０００円ということですけれど

も、現状の７，０００円が適当であるかどうかの根拠というのは当時と変わっていな

いのか、担当課に伺います。 

●中村議長 小野企画課長。 

●小野企画課長 数値についてご答弁申し上げます。 

 町外通勤につきましては、議員がおっしゃるとおり制度当初月額５，０００円とい

うことでスタートいたしました。 

 平成２８年の条例改正のときに、就業日数の要件を１０日から１５日に、１．５倍

に伸ばしたところであります。 

 そのため、５，０００円だった月額を、就業日数が伸びたため通勤日数が増えると

いうことで、その１．５倍、端数は削りまして７，０００円と定めたところでありま

す。 

 以上でございます。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 町外通勤については理解したところでありますが、高校就学助成の算

定根拠は当時と変わらず、最寄りの高校までの定期代が根拠になっているのか伺いま

す。 

●中村議長 森教育課長。 

●森教育課長 私からご答弁申し上げます。 

 高校の就学助成につきましては、近隣の池田町までの月額の通学定期代が根拠に

なっているところで、当初については５，０００円、議員のおっしゃるとおり、平成

２９年から２，０００円アップの７，０００円に条例改正しているところです。 
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●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 今、通勤助成と高校の就学助成についての根拠は伺いましたけれど

も、町外通勤は対象の勤務日数を伸ばしたことによる増加ということで、単純に物価

高騰等の影響ではなかったと理解しましたが、高校就学助成については、金額を上げ

たこのときも恐らく物価高騰ですとか運賃の上昇があったのではないかと推察します

けれども、先ほど説明したとおり、実際、本年４月１日にＪＲの運賃が増額改正さ

れ、基本的には最寄りの駅までの運賃が算定根拠ですけれども、ほかにもバス会社等

の値上がりがあった中で、最寄りの高校までの１か月の通学定期代が、今、８，６９

０円まで上がったということを考えると、ここについては現状の７，０００円から算

定の見直しが必要になるのではないかなと思いますけれども、そちらについてはいか

がでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 先ほど答弁したとおりでございます。 

 負担軽減に効果があるのではないかということですから、そこは実情をしっかり把

握しながら対応していくのが常ではないのかと思っています。 

 あくまでも負担軽減ですから、今までもいろいろな声が上がってきて、検討するこ

ともございました。 

 今のところ７，０００円を補助していく中で、特段、保護者等から「何とかしてほ

しい」とか「上げてほしい」という話はなかなか来ていないのではないかと思ってい

ます。必要性は感じていますので、そういった声があれば、しっかりと対応していく

というのが普通ではないかと思っています。 

 ただ、あくまでも考え方としては、一番近い高校ということですけれども、帯広市

内に通っている子どももそうですし、札幌でも、道外でも、はたまた海外に行ってい

る子まで対象に助成しています。 

 その範囲もその時々で拡大しながら、できる範疇で、できる限り保護者の負担を軽

減するというところを第一に考えてやらせていただいていますので、その辺も考慮し

ながら、今後、実情で見直していくことも考えられると思っています。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 先ほど町長がおっしゃったとおり、下宿生ですとか、道外、海外の高

校生に対しても平等に助成している自治体というのが、私も調べたのですけれども、

意外と少なくて、後で数字は出したいと思うのですけれど、北海道の全自治体でも非

常に少ないというところで、豊頃は逆に恵まれた自治体なのかなというふうに捉えて

おります。 

 昔から高校がないということもありまして、基本的に皆さん中学校を卒業された
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ら、町外の高校に通学されるというところでございますけれども、やはり、昨今の運

賃の値上げですとか、バスの減便等で通学のハードルが年々上がっているのかなと

思っておりますけれども、最近の高校生の通学状況や下宿生がどれくらいいるのかと

いったところも恐らく今後の就学助成の制度設計には必要なデータとなってくるかと

思うのですけれども、下宿状況や下宿にかかる費用、あとは通学の費用など、そう

いった実態調査等について教育委員会で行っているのか伺います。 

●中村議長 森教育課長。 

●森教育課長 私からご答弁申し上げます。 

 下宿生の状況といった部分については、現在のところ把握しているものはございま

せん。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 この実態調査も今後の制度設計の上では必要になってくるのかなと思

いますので、お願いしたいと思っております。 

 かなりの生徒さんが主に帯広市のほうに通学されていると見受けられますけれど

も、その中でも恐らく下宿をしている方も相当な数に上っていると考えられます。 

 下宿についてひと月にどれくらいかかっているのかをインターネットで調べたり、

近隣の高校生の保護者にも聞いたりしたのですけれども、冬、夏等で当然料金が変

わってきますけれども、月額少なくとも７万円くらいは光熱費等も含めると、当然、

食事代などもかかるというところで、下宿させることに対する保護者の負担が相当な

ものであるというところも、実情として、これは昔からそうだったのかもしれないで

すけれども、あるわけだと思います。 

 下宿する生徒に対して、北海道では、閉校になった、高校がなくなってしまった自

治体に住んでいる生徒の保護者に対しては、５年間という時限的なものではあります

けれども、下宿費を２万５，０００円上限として補助するような制度もありますけれ

ども、例えばこれを豊頃町で下宿する生徒さんの家庭に補助するとなった場合、かな

りの金額を出すことにはなると思うのですけれども、そういったところの実現性につ

いてはどのように考えているのでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 どうしても通学ですとか、そういったところの形態、朝早く帯広に通う

子もいれば、部活動ですとかいろいろな絡みがあって下宿せざるを得なくて、場合に

よっては町外のアパートに親まで行って子を養っているところもありますけれども、

いろいろな実情、それから親の考えですとか子どもの状況を含めての対応というもの

があるのかなと思っています。 

 それらをひとくくりにしながら、「これにはこう」「あれにはこれ」「これにはこ
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う」というような、それぞれへの対策というのはなかなか難しいところではないのか

と思います。 

 子どもが減ってきて、ここに住んでもらいながら生み育てていくためにはどうする

のかという話の中での支援の対策ですから、当然、きめ細かくやったらいいのではな

いかというお話もありますけれども、ただ、財源も実際限られることですし、月７

万、８万かかる下宿代に対しどれだけ出せるのかというところもあります。全体的な

均衡もあります。 

 先ほど言ったように、親の考え方、子どもの活動の仕方で、生活状態も変わってく

るところに、一つずつ町が対応してあげなければいけないというところは、なかなか

難しいことでもあるのかなと思っています。 

 そういったことになれば、今、子育て世代に対してたくさん支援をしている部分の

中でも、やはり財源的な部分をどこにどう持っていくかというところを考え直しなが

ら、できるだけ町の負担も考えながら、やっていかなければいけないということに

なっていきますので、早急にこういった考え方を進めていくのは、非常に難しいこと

ではないかと私自身考えているところです。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 私も下宿生等に対して上乗せ補助と言いますか、そういった形をする

のはやはり難しいかと思っております。 

 私もちょっと調べたのですけれども、高校がない自治体というのが、今、北海道の

中ですと全部で５５自治体あるということが、令和４年度の北海道教育委員会の資料

であったのですけれども、その中で通学以外に下宿をする場合、豊頃町も同様ですけ

れども、家庭の経済状況を問わない就学助成を行っている自治体というのは、文献等

がなかったので漏れがあるかもしれないのですけれども、豊頃町も含めて僅か１３自

治体くらいしかなかったということで、恐らくここに関して潤沢に予算を削くのは、

各自治体も難儀しているのかなという印象でございます。 

 そして、北海道では今、高校がなくなる自治体の数がどんどん増加の一途をたどっ

ていまして、２３年前は、高校がない自治体の割合は１５．１パーセントだったので

すが、令和４年度は３０．７パーセントと約２倍になって、今はもう３つに１つの自

治体で高校がないような状況です。北海道の考え方としても、高校がない自治体に対

してどういったサポートをするかというのは、今後、必要になるのかなと思っており

ます。どこの自治体でも言われていることではあると思うのですが、高校がなくなっ

たことによって、保護者世帯に負担が来て、最終的にその保護者世帯がその自治体か

らいなくなってしまうというような影響が出てきているというニュース等も見られる

わけです。 
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 そこで、本議会においても、過去には平成２４年から２８年にかけて、先ほど述べ

た北海道の援助制度は５年間の縛りがあるという話と、もともと高校が存在しない町

村は対象になっていないということでしたので、それらを制度の対象とするよう意見

書を出していたのですが、結局のところ、今、その制度は変わっていないというのが

実情であります。 

 こういった現状を踏まえまして、豊頃町だけでなく、十勝管内も高校がない自治体

は増えてきています。あと、管外でそういった自治体も多くあります。 

 周辺の状況等もありますけれども、こういった自治体で連携等をして、均等な学習

機会の提供ですとか、保護者世帯の負担の軽減という意味で、道に要請等も行ってい

くことが必要だと思いますけれども、過去にそういうような要請をやっていたのか、

今後、こういう要請をやっていくのか、その考えについて町長に伺います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 そういった要請をやった実態は、これまでないというように把握してい

ます。 

 議員がおっしゃる形を考えたときに、やはり町村会ですとかそういったところで、

高校のない自治体の保護者世帯がきちんと支援を受けられるような制度の要請・要望

というのは、やれないこともないかなと思っていますし、新聞紙上などで、高校の配

置の適正化という中で学級数や窓口が狭められているとか、いろいろなことが今言わ

れていますけれども、こういった論議の中で、やはり高校のない自治体も出てくるの

ではないかと思っていますから、きちんと注視しながら対応していきたいと思ってい

ます。 

 ただ、はっきり言って、北海道に支援を簡単に求めようと思っても、揺すっても、

なかなか出てこないのが現状だと思っていますし、やれるのであればもう既にやって

いるところではないかと思います。やってくれないから、こういう形で各自治体が財

源的に苦慮しながら、それぞれ特性に合った形で支援策をやっているというところも

あると思いますから、その辺もご理解いただきながら、今後の対策含めてそういった

事象があればしっかりと対応していきたいと思っています。 

 以上です。 

●中村議長 １１時１５分まで休憩します。 

午前１１時０３分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を進めます。 

 一般質問を続けます。 

 小笠原議員。 
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●小笠原議員 それでは、小中学校の修学旅行の交付金に話題を移したいと思うので

すけれども、一昨日の日経新聞に「修学旅行 節約と工夫は限界」という記事が出て

おりました。 

 やはり物価高騰で旅費交通費等も非常に値上がりしている中、修学旅行費も非常に

逼迫しているのではないかと想像しております。 

 値段が上がる中で、教育委員会ですとか小中学校、旅行会社など、それぞれ予定を

削減するなどいろいろな工夫されておると思うのですけれども、今の修学旅行の現状

について、あとは保護者からの負担等について何か意見等は来ているのか伺います。 

●中村議長 森教育課長。 

●森教育課長 私から答弁させていただきます。 

 町内の小中学校の修学旅行ですけれども、小学校につきましては、１泊２日で行わ

れております。中学校については２泊３日の日程で行われております。 

 １人当たりの予算ですが、大体小学校で３万円前後、中学校で７万円から８万円の

予算で、毎回、学校で計画を立てております。 

 町から修学旅行交付金ということで、小学校に対しては１万円、中学校については

２万円、その差額分が保護者の負担ということになります。 

 ここ５年くらい、コロナも挟んで物価高騰もありますが、現状については議員の

おっしゃるとおり、貸切りバスの料金ですとかホテル宿泊代が高騰してございます。 

 ただ、そこは、主に中学校ですが、例えば添乗員が今までついていたのを取りやめ

るですとか行程内容の見直し、あと今年度については一部、町有バスで対応したこと

によって、保護者の負担は現状変えずに進んでいる状況です。 

 ただし、それに関しても今後はちょっと限界があるかなというところで、検討して

いかなければならない認識は持っています。 

 以上です。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 やはり記事のとおり、我が町においても工夫の限界が来ているのかな

という、今、説明がありましたけれども、これ以上、交通費や宿泊代が上がる可能性

もあるわけだと思うのですけれども、そういったところで、もう町で予算を抑える努

力、工夫ができないとなった場合は、保護者の方にこれまで払っていた代金が転嫁さ

れていくのか。それとも、旅行代金が上がることによって、現状の交付金の金額を上

げていくのか。そういった方向性については、どのように考えているのでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 物価が上昇し、現状の制度の中でこれ以上対応していくのはなかなか難

しいという話を担当課長がしたのではないかと思います。 
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 そういった状況を踏まえると、やはりかかる経費に対してもう少し支援をしていか

なければいけないかなというところは私も感じています。 

 管内では修学旅行費を無料にしているところがあるなどいろいろございますが、基

本はしっかりと保護者が負担をしながら対応していくというのが本分ではないかと

思っています。 

 そこに町としてどれだけの支援を手厚くできるのかというところなのかなと考えて

おりますから、そこは今後の経済状況、物価の上昇等を踏まえて、担当課と協議しな

がら進めてまいりたいと思っています。 

 以上です。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 いずれにしても、物価が上がって、費用が上がって、修学旅行の代金

が高くなったことによって「そんなに高いなら行きません」というようなことがない

ように、しっかりと配慮しつつ今後も助成を行っていただきたいと思います。 

 それでは次の項目について再質問させていただきます。産業振興のところです。 

 先ほどの町長の答弁に、国のデータで地域おこし協力隊の卒業生の１５パーセント

が一次産業に従事しているという回答がございました。 

 間口を広げるという意味で、町の地域おこし協力隊を活用した第三者承継というの

が非常に有効なのかなと思いました。 

 例えば農業ですと、農業公社ですとかそういった関係団体が農業者の事業承継を担

うなど、ほかの産業についても同様の形で体制が整っているのかなと思いますけれど

も、いろいろな入り口を増やすというのが非常に重要なのかなと思っております。こ

れは農業だけでなく、商工業、全て必要なのかなと思います。 

 事業承継等を想定した場合、重要になってくるのが、事業を譲りたいですとか、今

後、事業を高齢、後継者がいないということで畳まざるを得ない、ただ、事業をその

まま潰すのはもったいないと思っている方もいると思います。そういったところの意

向の把握は、各産業団体はされていると伺いますけれども、こういった情報を町とし

てもやはり持っておかないと、地域おこし協力隊をいざ募集しようとなったときも、

募集で人は来たけれども、そのポストがなかったというような場合も起こり得ると思

います。 

 そういった情報連携については現状どうなのかというところと、今後の対応につい

て伺います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員のおっしゃるとおり、そういった希望をされる方がいてもこちらに

情報がなければ、なかなか提供できずに次のまちに行ってしまうということになるか
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と思います。 

 現状としては、それぞれ産業団体含めて、そういった情報を取りまとめているとこ

ろは今のところないのかなと思っていますから、ここは議員ご指摘のとおり、今後

は、一次産業、二次産業、三次産業含めて、しっかりとその辺を各団体と連携を密に

しながら、うちも先ほど言ったとおり、首都圏に行って募集する中で、聞かれても何

もないというのでは話になりませんから、そういったところもしっかりと取りまとめ

ながら進めてまいりたいと思います。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 では、この質問項目の中から、産業誘致についても再質問させていた

だきたいと思います。 

 産業誘致についてですけれども、少し昔の報道になってしまいますが、今年１月の

報道で、十勝では、近年、隣町の大樹町をはじめ、宇宙産業の誘致が活発なことは皆

様ご承知のとおりかと思いますけれども、振興局で宇宙関連産業の企業誘致に向けた

候補地として管内の土地ですとか、建物のリストを作成したという報道がありまし

て、当議会でいろいろ議論されています、現在、実証試験中の旧グループホームです

とかココロコテラスのサテライトオフィスなどが載るのかなと思っていたのですが、

豊頃町の施設の名前がなかったことは、個人的に非常に残念な報道でした。 

 こういった新規の誘致等について、振興局の聞き取りに対して町の回答状況はどう

だったのか伺います。 

●中村議長 小野企画課長。 

●小野企画課長 私から答弁申し上げます。 

 議員からご質問がありました振興局の調査による宇宙関連産業の候補地としての情

報集約ということで、確かに令和６年１１月に振興局から調査がありました。 

 現在、載っているのは事業用地の候補地として１０市町村、オフィス等建物の候補

地として出しているのが６町村ということで、管内では５町村ほど出していない町村

もございます。 

 担当課といたしましては、旧グループホーム、サテライトオフィス等がございます

が、旧グループホームにつきましては、現在、まだ町外の企業との継続協議中という

こともありまして、またサテライトオフィスにつきましても、どの規模で入ってくる

のか、どんな状態を向こうが望んでいるのかなど、そういった情報が一切なかったた

め、ただ空いているところがありますかというのみの調査だったため、本町ではその

辺の真意が分からなかったこともあり、出していない状況でございます。 

 以上でございます。 

●中村議長 小笠原議員。 
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●小笠原議員 聞き取りに対して、特に要件定義がないという非常にあやふやな状態

だったので、回答するほうも非常に困ったというようなことかなと思いますけれど

も、こういったところ恐らくありますよと言って問い合わせが来たら、そこで具体的

な条件を詰めるというのが、こういう誘致は多いのかと思いますので、まず名前を出

すというところが、個人的には非常に大事だったのかなと思います。 

 また、４月に、私、ほかの団体で大樹町の視察に行ったのですけれども、企業を誘

致するにあたって、町内だけではなかなかオフィスの用地ですとか土地が足りないよ

うな現状も聞きましたので、豊頃も隣町ですし、アクセスも含めたら国道等もありま

すので、そこはチャンスかなと思いますので、そういった情報についてはアンテナを

張って、今後の事業に、誘致活動等もしチャンスがあれば積極的に掴んでいただきた

いと思います。 

 次の質問に移りますけれども、茂岩商店街の再構築について再質問をさせていただ

きます。 

 町長の答弁でも、今後の再構築については、まずコンパクトにやるということでし

た。改めて確認になってしまうかもしれないのですけれども、コンパクトにやるとい

うことは、現状の建物等を利活用して、なるべく新規の施設などを建てない形で構築

していくということでよろしいでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員のおっしゃるとおり、商店街を広げても、なかなかお金もかかりま

すし、今後どうしていくのかという話になりますから、キュッと縮めた形ということ

であります。 

 ただ、空き店舗もどうしても店舗兼住宅になっているところがうちの場合は多いわ

けです。そういった中で考えると、この店舗を借りたいから出て行ってくださいとい

う話も、なかなかそうはならないところなのかなと思っています。 

 そのほか使われていないところも、今まで何度も所有者の方に聞きましたが、なか

なか首を縦に振ってくれないというところもあり、いろいろ対策を練らなければなら

ないというところもありますけれども、そのように考えますと商店街の中にも空き地

はございます。 

 中心ということになりますから、やはり役場を中心として、今、消防署庁舎の建て

替えもありますので、そういったところも含めたゾーンの形成も考えていかなければ

ならないと思っていますから、空き地の土地利用を含めて考えながら、しかるべき状

況であれば、また議会にいろいろなことを提案させていただき、ご審議いただくこと

もあるかなと思っています。 

●中村議長 小笠原議員。 
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●小笠原議員 空き地の活用も含めた中心街の計画という話がありましたけれども、

現在、町において町有施設等についての個別施設計画など、そういった施設について

の計画等はあるかなと思うのですけれども、町有施設の機能等を考えた中心街のマス

タープランみたいなものはあるのでしょうか。 

 また、今後、町有施設についても、町が「この町有施設はどういった建てつけのも

のですよ」というような「どういった施設ですよ」というのは指定していると思うの

ですけれども、そういったところについてある程度商工会に提示しつつ、協働して商

店街の再構築を考えていくことが必要になると思うのですけれども、そういった公共

施設、町有施設についての中心街のマスタープランは、どのように考えているので

しょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 マスタープラン的なものを持ち合わせていないといいますか、今までそ

ういった話はしたことがないのかなと思っております。 

 あとは、公共施設をどう結びつけていくかというようなことになると思います。コ

コロコテラスは今の形で機能していますから、そのほか考えると、はるにれ友遊館で

すとか、はたまた役場庁舎もそうですし、いろいろなところがあると思うのですが、

とりあえず使える場所は、今現在の状況からどういった使い方ができるのかというと

ころは、今後、詰めていく中でしっかりと皆さんの意見を聞きながら、どういった形

にしていくのがいいのかを考えていかなければいけないと思います。 

 ただ、補助をもらったり、交付金をもらったりして整備している施設もそれぞれご

ざいますから、そういったところは目的が外れると、どうしても適化法の関係で補助

金の返還ですとか、いろいろな問題が出てきますから、そういったところもしっかり

と考えながらやらなければいけないと思っています。 

 いずれにせよこれから進めていく商店街の再生、再構築という中の一つのパッケー

ジで、全体的なことを考えていきたいと思います。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 トータルの考え方については理解できたところであります。 

 ちょっと個別の施設の話になってしまうと思うのですが、現状のところ、先ほど町

長の答弁で、まちなか活性化拠点施設の宿泊施設のところで、２００泊弱の宿泊実績

があるという話があったのですけれども、この２００泊というのは延べの泊数なの

か、それとも単純に稼働日数が３６５日のうち２００日の宿泊があったと考えてよろ

しいでしょうか。確認させていただきます。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 延べの宿泊数になります。 
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●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 延べということであったので、恐らく実際の稼働していた日数はそれ

よりも少ないのかと推察されますけれども、あくまでこの施設の所有は豊頃町だと思

うのですけれども、こういったところをさらに稼働、活性化させていくということ

も、ココロコテラスに限らず必要なのかなと思っております。 

 例えばこういったところの稼働や活性化のために、今ある機能は現存させて、例え

ば宿泊施設ですと、あそこは簡易宿所ですので、結構、札幌等にも簡易宿所がいろい

ろありますけれども、そういったところはダイニングバーなどの飲食店機能を併設さ

せたようなところもあるわけです。 

 そういったところで、町内には飲食店がないというような話等も聞きますし、これ

は誰か特定の業者が入るとかという話ではまだ全然ないですけれども、そういった現

在ある機能に加えて、より活性化させるために新しい機能を付加させるというような

ことも今後の考え方では必要になるかなと思いますけれども、町長はどのようにお考

えでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 まさに議員の考えていらっしゃる今言われたことが、今後、必要になっ

てくると思います。 

 ただスペースだけあっても、借りてくださいではなかなかそうはいかないというと

ころを、どう魅力的に、外から来る方に使っていただけるような施設にできるのかと

いうところを、しっかりと考えていきながらやっていかないといけない。 

 そういった意味で、現状のままではこれ以上の発展性は全くないですから、しっか

りと全体的な話の中で考えながら、それから今現状でもこういった施設がありますよ

というのが全く周知されていないから、分からなくて使ってもらえないというところ

もありますよね。 

 大体使っている人というのは１回使って、リピーターの人がまた来ているというこ

とで、新規の方がバンバン来ているわけでもないです。 

 そういった意味では、今回、補正をさせていただいた、観光客が二次元コードを読

み込んで検索できるシステムというのもしっかりと活用しながら、どうやって外にう

まく発信していくかが大切なのかと思っています。 

 茂岩山のキャンプ場は、もう今、結構、人が続々と来ていて予約が埋まっていると

いうような話も、昨日もちょっと上へ行ったとき結構泊まっていましたよね。このよ

うな時期からまだ寒いのに来ています。あれはやはり泊まった人が、ＳＮＳですとか

いろいろなところで「ここは安くて、きれいでいいぞ」と発信していて、予約もなか

なか取れないというような話も聞いていますから、そういったいろいろなツールです
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とか、あと全体的に今やはりイメージが一番重要だと思っていますから、そういった

ところも含めて考えていかなければいけないと思っています。 

 以上です。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 次の質問に移らせていただきます。 

 （４）の町長の広聴体制についての再質問でございます。 

 先ほどの質問で町長の答弁にもＳＮＳ等の話が出てきたので関連させていただきた

いのですが、第５次総合計画に、これは町の計画になりますけれども、広聴体制のと

ころにＩＣＴの活用というのが項目の一つとして入っておりました。 

 ＩＣＴというのは情報通信技術だと思うのですけれども、例えば今、町で考えられ

ることとすれば、恐らくホームページで広聴活動をするとか、あとは町公式ＬＩＮＥ

等で広聴されるのかなと思います。 

 町長個人ではフェイスブック等で、これは広報活動になるのかなと思いますけれど

も、そういったところでいろいろな人からコメントをいただいているところも私は把

握していますけれども、このＩＣＴの活用について広聴活動の上でどのように考えて

いるのでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員のおっしゃるとおり、ホームページですとかいろいろなところで情

報発信をしながら、その返しで声をいただくこともあろうかと思います。 

 今、子育て世代の人に関しても、保育所でアプリがあってやり取りをしているとこ

ろもありますし、そういったところで、現状こういうことで困っているとか、いろい

ろなことも聞けるのではないかと思っています。 

 ただ、やればきちんとした回答が来るのかといったら、いろいろと誹謗中傷も含め

て、どう考えてもこれはどうなのかというようなこともあるのは昔からで、ホーム

ページでそういうのを受け付けてもなかなかうまくいかないというところも現状ある

かなと思っています。 

 そういったところも含めて、しっかりと検討しながら、今後、進めていかなければ

いけないかなと思っています。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 広聴活動というのは、基本的に言いたいことがあるとか、苦情がある

ので来たというような方も非常に多いのかなと思うところではありますけれども、や

はり聞く場を設けるというのは非常に大事なことかなと思いますので、そこについて

はしっかり検討していただきたいと思いますし、先ほど町長の答弁でもありましたけ

れども、赤ちゃん広場、わんぱく広場に頻繁に行くのはどうかという話がありました
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けれども、私もそこはちょっと同感でして、ただ、年に１回程度でいいので、実情な

どを把握するということと、母親の方も特に何もないかもしれないけれども、強いて

言うなら何かあるというような方も多いと思います。そういう方というのは、町民懇

談会をやると言っても子連れで来るというのはなかなかないのかなと思いますので、

そういった形でやはり広く意見を聞き入れる体制づくりをお願いしたいと思います。 

 最後の（５）の地域自主防災組織について再質問をさせていただきます。 

 先ほどの回答で、既に行政区６組織で地域自主防災組織が設立されているというお

話がありました。 

 ただ、行政区と言っても基本的にこの自主防災組織の活動ベースは町内会になるの

かなと思いますけれども、この町内会組織、私は行政区が十弗宝町ですけれども、こ

この行政区はもう既に町内会が解散していて、なかなか自主防災組織を作りますと

言っても、そもそも集まる機会がない、定例会等もやっていないので、こういったと

ころでは、町長がおっしゃっている地域担当職員制度、地域担当職員の力が非常に重

要になるのかなと思います。 

 町内会が解散していなくても、実情なかなか満足に行えていない行政区もあると思

いますけれども、そのあたりのところについてはどのように対応されていくのでしょ

うか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 ４番目の話のところでもそうですけれども、結構、若いお母さん方が、

町長に言ってよということでみんなの意見を聞いて僕に言ってくることもありますか

ら、そういった意味ではいろいろなお話は聞けているというようなことかなと思いま

す。機会はしっかりと、保育所にもよく抜き打ちで行っていますから、何をやってい

るのか見に行くですとか意外とそういったこともありますので、しっかりと対応して

いきたいと思います。 

 自主防災組織についてですが、今もうない行政区はどうするのかという話ですね。

議員が言われるとおり、十弗宝町ですと、十弗西区と、地域担当職員の担当が重なっ

ているということがあります。 

 そういったところはやはり地域担当職員がキーになりますから、できる限り、地域

の人との話し合いになると思いますけれども、十弗西区にしっかりと組み入れていた

だきながら、動ける人、高齢でなかなか援護が必要な方ですとか、いろいろな方がい

ると思います。そういったところは町としてもしっかりと把握しているところです

が、そういった人も含めてどうしていくのか。 

 十弗宝町には議員が若々しくいるわけですから、そういったところも、ひとつ議員

にもお願いしながらということになるのかなと思いますけれども、調整をしながら広
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域的な形で含めていただくということになっていこうかなと思います。 

 以上です。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 行政区の担当の職員割等も、戸数に応じた形で、それぞれの地域担当

職員でそれぞれの区を担当するのではなく、複数の行政区を担当されているというよ

うな話も伺っておりますので、こういったところは町も実情を踏まえた上で設定され

ているのかなと思っております。 

 それぞれの行政区でいろいろな特性があると思うのですけれども、例えば市街地の

ほうですと、こういった自主防災組織は組織されていますけれども、参加の度合いと

言いますか、どれくらい関わるのかというところも、それぞれの住む町内会員の参加

の度合いといったところで、自主防災組織に関わる、関わらないという程度が変わっ

てくると思うのですが、ただ、実際に災害となると関わっていかないといけないと

思っております。 

 そういったところを日頃から、この組織の上でどういった形で参加の関心を高めて

いくのか、そして、それに対して地域担当職員制度はどのように関わっていくのか伺

います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 ただいま６組織ということでございます。 

 やれるところは年に１回、必ず伝達訓練をやっていたりですとか、伝達訓練を電話

でやってみてもうまくいくようで、うまくいかないということもあったりするようで

すが、そういったこともある程度できるようになれば、また違う形にということで考

えられている自主防災組織があったり、それから、最近の設立したところであれば、

避難するときにどういう行動を取ったほうがいいのかをしっかりと確認したいという

要望も、人が集まったときにやってほしいという話もありますし、自主防災組織の中

でそれぞれいろんなお考えがあるようです。 

 あと、年に１回、他の自主防災組織で講和などがあったら、一緒に参加するですと

か、そういったこともあろうかと思っていますけれども、まずは住んでいる方の防災

に対する意識の向上というのが一番大切だと思います。 

 最近、地震がしょっちゅうありますから、そういった点では、だんだんと意識が高

まってくるのではないかと思います。そういった意味でも、この自主防災組織、設立

するのは簡単です。もう出来ているところがありますから、規約を作ってやりましょ

うと、みんなが認めてさえくれれば、すぐ出来ます。ただ、それを今度、どう運用す

るのかというのが一番問題なところですから、そういったところを、今度、地域担当

職員、それと防災担当職員、それぞれ、そこだけに任せるのではなくて、いろいろな
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ことを協働してできる部分があると思いますから、そういった意味でしっかりと勉強

させながら進めていきたいと思います。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 自主防災組織の運用が一番難しいというところで、そこをしっかり地

域担当職員がサポートしていきたいというお話がありました。 

 今年から本格的にこの制度がスタートしたわけですけれども、このサポートについ

て、職員が頻繁に交代するような事態になってしまうと、なかなか地域住民もサポー

トを受ける上では安心できないのかなと思っておりますが、この地域担当職員の任期

ですとか具体的なところについては、何か決まっているのでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員のおっしゃるとおりです。 

 毎年人がコロコロ変わっていたら、誰にどう相談していいのか分からないですし、

狙いとしては、地域だけではなく職員もきちんと地域のことを分かってもらうと、人

も含めて分かってもらうというところが狙いでありますから、ある一定程度、枠組み

や担当職員は変えないでやっていくことが必要だと思っています。 

 以上です。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 地域の方々が安心できる形で進めていただきたいと思います。 

 最後の再質問になりますけれども、先般、大津地区での避難行動のタイムライン導

入の報道がありました。先ほども町長がおっしゃったとおり、最近、地震が頻発して

おり、私も東日本大震災のときは仙台にいたものですから、そのときも結構、前日等

に大きな地震があったので、少し構えている最近でございますけれども、こういった

タイムラインのことについては、やはりリスクの高いところから率先して行うべきと

いう考えを持ちますけれども、今後、このタイムラインの策定等、他の行政区におい

ても水平展開をしていくのか。また、地震に限らず、我が町の場合は水害、洪水等も

ありますので、こういったところにも応用できると考えられますけれども、その対応

についてはどのように考えていますでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 今回、５月１６日に大津地域で津波を想定したタイムラインということ

で、タイムラインの第一人者であります東京大学大学院客員教授の松尾先生をお招き

し、地域の方と意見交換をし、講話いただきました。今後、どのようにやっていくの

かというところを、皆さんとちょっと意見交換をさせていただきたいと思っていると

ころでございます。 

 先般、私も東京に行ったとき、津波だけではなく、地震や豪雨災害など、これまで
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いろいろな災害に遭われた自治体で、既に防災タイムラインを導入している自治体の

首長が集まる中でいろいろな話をさせていただきました。 

 災害が発生したときに、行政、民間、そして地域の方が、それぞれどういった形で

時系列的に動いていくのか。やはり地域の方がどういうふうにやっていくのかという

のが、一番大切だと思っています。 

 そういった意味では、今回は、津波が発生したときを想定した防災タイムラインで

したけれども、やはりそちらと並行しながら、議員のおっしゃるとおり、地震や豪雨

災害など、いろいろな災害についてもしっかりと、「それぞれの自主防災組織ができ

れば、こういった形になるよ」というのをきちんと示していかなければいけないと思

いますし、うちの町はど真ん中に十勝川が走っていますから、西と東で行ったり来た

りできないことも想定されますから、行政、民間、そして地域の方を含めて、しっか

りと行動計画を取れるように対策していくというのが、今、私の考えているところで

ございます。 

●中村議長 小笠原議員。 

●小笠原議員 以上で私の一般質問を終わります。 

●中村議長 昼食のため、午後１時まで休憩とします。 

午前１１時５１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を進めます。 

 一般質問を続けます。 

 通告順２、６番大崎英樹議員、ご登壇願います。 

 大崎議員。 

●大崎議員 通告させていただきました内容としては、按田町政第２期目の執行に当

たっての内容でございます。 

 過日、３日に按田町政の執行方針が提案されました。大半の豊頃町民は、按田町政

２期目に対しての期待、１期目の４年間で進められた町政から、より一層味のある内

容の町政が執行されるであろうという大きな期待でおります。 

 したがいまして、今回、多くのまちづくりの按田町政の内容の中で、特に総合計画

に基づいた持続可能な運営を進めるための内容で、具体的なものを示していただける

ように期待しているということを、あらゆる町民の各層から、個別であっても申入

れ、希望を聞いてくれと、こういう強い意思でありました。 

 したがいまして、町民の代表として、この執行内容の極めて具体的なものを町民全

員に理解してもらい、そして協力をしていただく、あるいは支援をいただけるという

内容のものがございましたら、この定例会の中で、最重点として、私はお聞きしたい
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と考えるところであります。 

 ぜひとも、按田町政２期目の最重点的な内容について、夢ある内容、町民に分かる

ような内容をお聞きしたいと思います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員のご質問にお答えいたします。 

 まちづくり総合計画に基づく持続可能な運営方策につきましては、定例会１日目の

執行方針で申し上げさせていただきました。 

 第５次計画の基本構想に位置づけられている将来像の実現に向けた分野ごとの目標

である５つの目標に沿って、本年度の方針や関連事業について述べさせていただきま

したけれども、社会情勢の変化や町民ニーズを的確に捉え、対応しながら、人口減少

社会においても持続可能な行政運営を行う必要があると考えております。 

 今後とも町民と行政が相互に協力し、協働の理念に基づいたまちづくりを進めてい

きたいと考えています。 

 その中でも、今、議員から最重点に捉えているのは何かというお話がございまし

た。そういった点であれば、私、今回の２期目に当たって一番強く言わせていただい

たのは、やはり「町民の安心安全 命を守る」ということです。そういったところを

含めますと、やはり防災・減災対策、これはもう１期目からの継続した対策、対応、

事業展開というところでございますが、ここをしっかりと、２期目に形作ることを考

えるのが第一かなと思っています。 

 その上で、やはり基幹となる一次産業をしっかりと守るというところが大事かなと

思っていますし、当然のことながら、先程来ありました茂岩商店街の活性化というと

ころも含めて、豊頃の活気を戻すというところにも力を入れながら、この２期目、

しっかりと担っていきたいと考えているところです。 

 ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

●中村議長 大崎議員。 

●大崎議員 非常に膨大な執行内容の中から、特に最重点というものについて、今、

ご回答をいただきました。 

 これは今までに、それらについて行政政策の中で進めてきて、それが結果として、

今、形態化されています。実績として形になってきているというプロセスのものもあ

るし、あるいは完結に近いものもあるし、そういうものについては評価いたしており

ます。これは、町民、実際にその地域でそれらについての確認もされているというこ

とで評価は高いと思います。 

 しかし、私が考えるのは、当然のことだと思うのですが、自然災害ですとか、ある

いは町の過疎に対しての形骸された商店街とか、そういうことについてはあるのです
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が、まちづくりの基本は、やはり、今朝ほども国が発表しましたように、人口減とい

うものが常態化されているというふうにしか私は捉えていないのですが、その対策

を、国もそうですが、道もそうですが、我が町もそうですが、人口減で少子高齢化と

いうことについて同じ課題を抱えています。 

 しかし、これをクリアするためにどうしていいかということについての対策は、国

も我が町もやっているのですが、議会に参加して３０年近く同じ課題です。同じ努力

をしているのですが、その解決が見えない。増えていないのです、我がまちの人口に

ついても。 

 特に、今回の執行方針の中で、私は資料的に、数字的に見て、非常にこれは捉え方

が違うのかなと思いましたが、７５名も減っています、前年度から今年度にかけてで

すね。その中で、これから２期目の按田町政で、４年間、それを掛けてみてくださ

い。今の係数からいきますと、３００人の人口減であります。 

 第２期目の按田町政の中で、このまま続いていきますと、４年後の令和１０年に

は、同じ数字とは考えにくいですが、単純に計算しますと、豊頃町の人口が２，５２

９名になってしまう。これは非常に危機的なというか、憂いを感じたわけでありま

す。 

 そして一方、６月の広報を見ますと、この広報では３月３１日の数字であります。

これは８４名が減数になっています。 

 そうしますと、広報の数字が正しいのか、執行方針の数字が正しいのか、大きな差

が出てきます。 

 広報の数字を基にして、このまま単純に８４名ずつ減るという形になりますと、令

和１０年では２，４９３名になります。 

 調査の日にちはそれほど離れておりません。３月３１日と４月。執行方針は令和７

年４月の数字で挙げています。 

 この誤差を私は指摘しているわけではありません。今後の按田町政の２期目の４年

の中で、これを逆に増やせるという方法はないのかと。減るのではなくて、増やすと

いう方策が、私はあると思います。 

 私は指摘をするとか、これに文句をつけているわけではありません。この逆の数字

にできないかということを考えていけないのかなというところをお聞きしたいわけで

す。 

 ひとつ、その辺の確認の数字については、町長、どういうふうに捉えていただけま

すか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 この人口減少問題は、うちの町だけなく、いろいろな市町村含めて喫緊
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の課題であるのは言うまでもないところでございます。 

 議員がおっしゃったとおり、今朝ほどの新聞にも合計特殊出生率ということで、全

国で１．１５、北海道では１．０１という話がございました。 

 それだけ過去１０年から見ても、そういったところが全く改善されず、下がってき

ているというのが本当に見られ、若干ショックを受けるような数でもございました。 

 そのようなところで、先ほどの数字の話ですけれども、それについては、３月３１

日付と４月になってからの数字の誤差なのかなと思っています。 

 どうしても転入転出の絡みがありますから、そういった数字の違いというのは出て

くるのかなと思っていますけれども、ただ、やはりこのまま単純に４年後という話で

あれば、議員がおっしゃったような形になってくるのは否めないというところです。 

 そういったことにならぬよう、実際、今年度にはまちづくり総合開発計画の中期の

年に当たりますから、１０年の計画のうちの５年で見直すというところになってきま

す。そういった中では、今後の５年間の計画の見直しというところで、どうやってい

けば人口減少を食い止めるような施策が有効なのかというところもしっかりと検証さ

せていただきながら、計画の見直しに盛り込んでいくことが一番大切なのかなと思っ

ているところです。 

 人口増に持っていくような対策というのは、なかなか簡単なことではないと思って

います。ただ、この減り幅をどう小さくしていくかというところは様々な施策を充て

れば何とかなっていくのではないかなと思っています。 

 先ほど合計特殊出生率の話をしましたけれども、今朝ほども私のところに出産祝い

金の決裁が上がってきていました。２人目や３人目のお子さんが生まれた方もいらっ

しゃいます。そういった意味では、前からお話をさせていただいているとおり、年間

に生まれる子どもの数は、それほど毎年変わっていないわけです、これまで。そう

いったところはしっかりと守りながら、亡くなっていく方はもう仕方ないとしても、

どうやってそこの減り幅を減らしていくかというのを、どのように対策すればよいの

か大体分かっているところでございます。 

 やはり外から入って来ていただく人を何とか増やしていくところが一番なのかなと

思っておますので、そこを、これから知恵を絞りながら考えていかなければいけない

と思っている次第でございます。 

 以上です。 

●中村議長 大崎議員。 

●大崎議員 同じような理解をしている答弁の内容も一部あります。 

 先ほど冒頭に話しましたが、日本国全体もそうですが、本町も同様に人口減少が進

んでいます。その中には死亡による自然減もあるでしょう。 
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 そういうことに対しての引き算をしますと、当然、これは人口減になっているとい

うのがこの二、三十年前からの推移であります。 

 ですが、私は、このことについて悲観的に考えるのではなく、何か対策、方策、言

うなれば、どこからか人を寄せるということが何かできないか、極めて具体的なもの

として一つの例を申し上げます。 

 これは、人口減ばかりではなくて財政の確保ということもなければ、町全体の潤

い、あるいは持続というのはまず難しいというのが、中小企業の考え方なのです。 

 それから広報、これは皆さんが関心を持って見てくれています。これは令和５年度

の決算の数字ですが、基金という貯金と借金という町債の金額もそれぞれ町民一人当

たり２００万何某で出ていますが、貯金から借金を差し引くと、町民一人当たり赤字

ですよね、一人あたり７２万円、家族二人ですと１４４万円の借金ですか、単純にい

いますと。 

 このことについての確保をどうするかというのは、私は、過去に、もう１１年を迎

えました、財政的に世界一、日本一の茂岩山のソーラーの企業が例にあるではないで

すか。直接的に、間接的に、私はこれに関わりました。１１年目になります。 

 エスフーズの養豚施設は７年になります。これだって日本一の畜産、飼育の生産、

六次化の企業です。 

 豊頃だからできたのではないですか。豊頃の特徴があるから、この２社はここに定

着したのです。雇用はそれほど大きくないですが。 

 私は何も悲観していないし、情報はたくさんあると思います。私自身も個人的にあ

ります。豊頃オンリー、豊頃一番ですと言ってもらえる企業を私の中では捉えていま

す。もうノミネートしている企業もあります。検討中のやつもあります。いろいろな

業種です。この豊頃でないと駄目だという企業です。 

 そういうものの情報を共有しましょうというのが、町長一人の責任ではありませ

ん。こういうものを、我々議会も、議員各自も、町民の有志も、そういうもので我が

町の特徴を活かした企業誘致をするという運動、作業、努力をしなければいけないと

私は思うわけです。こういう考えについて、町長はどうお考えでしょうか。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 議員のおっしゃるとおり、やはりこのままでは増えていかないというと

ころであります。 

 そう考えると、外から人を入れる。単純に呼び込むと言っても、先程来ありました

いろいろな制度ですとか施策などで人を引き入れるというところもございますけれど

も、一番は何かと言うと、町民からも言われます、働く場所があればという話をです

ね、いろいろなアンケートを取ってもそうですし、いろいろなところから豊頃のこと
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を思いやっていただいている方、東京豊頃会へ行っていろいろな方と話しても働く場

所はあるのかとか、人が来るような受け皿があるのかといった話になります。そうで

ないと、町は結局、最終的には潤わないだろうという話もされることがございます。

そういった話になったとき、実際、目の前を見たときに、そういったところが今のと

ころはないですという話しかできないです。 

 ただ、議員のおっしゃるとおり、そういった我が町としての可能性が今後あるよう

なことがあれば、当然のことながら、私も精力的に企業の方々ですとか、お考えのあ

る方と前向きにお話をしていきたいと思いますし、その中で、我が町で実現できるの

かどうかというところも含めて、しっかりと協議を深めながらやっていきたいという

気持ちはございます。 

 今後、議員のおっしゃったとおり、いろいろなところがあるという話もありました

から、そういった話も出てくるのかなと感じているところですが、そういったときに

は町の将来を考えながら、真摯に対応していきたいと思っている次第です。 

●中村議長 大崎議員。 

●大崎議員 非常にそういう点では、安心したのではなくて、やはり同じ悩みを持ち

ながら、町長も日々そういうことで悩んで努力しているということは、もう私は重々

承知しています。 

 ですから、ぜひともこの機会に、２期目に何らかの新たな我が町の企業誘致をもっ

て、この雇用が１００人か２００人になるかならないかは別です。しかし、人がいな

ければ企業は動きません。企業が来れば税金が落ちるではないですかという常識的な

考え方を持って、オールスタッフでいろいろと情報を収集しましょう。そういう意欲

を２期目の按田町政に注入したいという私個人の考えがありますが、「いや、大崎、

勝手にやれ」というようなことを言う人もいるかもしれません。そういう意見があっ

てもいいと。 

 しかし、我が町に生まれて、我が町に育って、今こうやって町長と議論をする。こ

ういうものが私の情熱だと捉えていただいて、これからの与えられた任務の中で、町

民が喜んでくれる内容の町づくりにしていくということを、オール町民でこのことを

標榜しながら進めていくことについて、私は期待を持っていきたいと思っておりま

す。 

 そういうことで、この方針の中の人口減をどう、他の町はどうであっても、「豊頃

だけは、やはりやったな」というところの証をつくっていこうという考えを、もう１

回、町長の強い意思をいただきたいと思います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 もう議員が熱く語っていただいたというところもあります。 
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 しっかりとそこを、他の町に勝つとか負けるとかということではなく、やはり豊頃

という町の特色、他にはないところがたくさんありますので、そこをしっかりと前に

出しながら、我が町でしかないような形を、私も職員と一緒に考えながら、前向きに

向かっていきたいなと思います。 

●中村議長 大崎議員。 

●大崎議員 次の（２）です。 

 これは（１）と関連するわけですが、この件について、本当に直近の情報として私

は挙げさせていただきました。 

 北海道が、国に対してＡＩというものの先行地域指定にしてほしいということをメ

ディアで発表しましたし、また、国の中の情報ではそういうものについてもう既に到

達していると思いますが、その一つとして、私なりの調査の判断の中に、豊頃町もこ

の条件に合う場所があるというところを確認してまいりましたので、そういうものに

ついての勇気と、それから決定と、進む行動力を、ぜひとも道を通して手を挙げてい

くぐらいの意欲が必要ではないかなというところの考え方を、町長にお示しいただき

たいと思います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 今回のＡＩの先行地域指定の要請という話でございます。 

 北海道から国に対して、こういった要請をしたという話でございますけれども、内

容については具体的に示されていないので、どういったことが具体的にあるのかとい

うのは承知していないので、私からそのことについて申し述べるということは現状な

いわけですけれども、ただ、先般、十勝圏活性化推進期成会の中でも、データセン

ターの誘致というのを十勝でやったらどうかと言う委員がいたという話も聞いていま

す。 

 そういった中では、やはり今、メインで進んでいるところは道東圏ではなく道央圏

で、北海道は広いわけですから、道央圏以外でできることというのは、再生可能エネ

ルギーの電力を使うとか、いろいろな意味でこの道東地域でも可能性があるのではな

いかというところは、私も思います。 

 ただ、実際、豊頃が適地なのかどうかというのは、議員の調査の中ではいろいろと

そういったところもあるという話ですが、私のところにまではなかなか耳に届いてき

ていないところがありますから、ここはどういった状況なのかというのをしっかりと

把握させていただきながら、時期的には今後の展開ではないのかなと、今すぐ手を挙

げてという話には、なかなかなりづらいところなのかなと思っています。 

 以上です。 

●中村議長 大崎議員。 
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●大崎議員 現段階ではその程度の内容として理解しているというところで、私自身

認識しますが、少なくともこれについては、北海道１７９の市町村の中では今、十勝

圏活性化推進期成会の中で意見が出ていると聞きました。 

 しかし、その前の段階で、その発言している人はどうか分かりませんが、少なくと

も本町の地方創生戦略としてマッチングするという将来図を、大崎個人で感じていま

す。 

 そのためには、一生懸命、産学官金でこれらについて協議をしていくべきだという

内容を提示したいと思います。 

 若者の参加型、あるいは新規就業型、あるいは移住者の受入れ環境がベストな環境

にあるのは豊頃ですと、私は自信を持って私たちの故郷を感じ取っております。 

 ですから、これについては早急に情報収集と、判断と検証とアクションというもの

が必要ではないかなというのが、この４年の間の按田町政の大きな宿題であり、大き

な宝物になるというところを、私は自信を持って進めていただきたいという考えをし

ていますが、最後にその考え方を聞いて質問を終わりたいと思います。 

●中村議長 按田町長。 

●按田町長 いろいろな産業がございますが、そういった様々な産業を含めて、

フィールドは我が町にはあると思いますので、どういったところが一番うちの町に

合っているのかとか、またこちらからいろいろな企業にモーションをかけるというと

ころもありますけれども、やはり選んでいただくということも必要なことなのかなと

思っていますから、そこはしっかりと遅れないように、アンテナをきちんと張り巡ら

せて対応できるように考えてまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、やはり相手のいることでありますし、仮にそういう話が来た

としても、１年、２年ですぐバンバンとできるということでも、これから先のこう

いったいろいろな意味で、工場を建てるとか言ったら簡単ですけれども、そういった

ことにもなってこないと思います。 

 そういった意味では、年数がかかっても深められるところはしっかりと深めながら

話合いを続けてまいりたいと思いますから、まずはそういった企業、そういった方々

に町に訪れていただいてお話をしていただく、また機会があればこちらからも出向い

て話を聞くということを心がけながら、この４年間のうちに何か一つでも、というと

ころは感じているところであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

●中村議長 大崎議員。 

●大崎議員 以上、終わらせていただきます。 

●中村議長 これで一般質問を終わります。 
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       ◎ 意見書案第２号 

●中村議長 日程第９ 意見書案第２号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・

林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

 ３番岩井明議員。 

●岩井議員 意見書案第２号。 

 提出者、豊頃町議会議員岩井明。賛成者、豊頃町議会議員藤田博規。同上、後藤孝

夫。同上、小笠原玄記。 

 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求め

る意見書の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求め

る意見書。 

 本道の森林は、全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、地球温暖化防止や国土の

保全、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に

発揮させるためには、森林資源の循環利用を進める必要がある。 

 全国一の森林資源を有する北海道において本町と道が連携し、２０５０年カーボン

ニュートラルの実現に向けて、伐採後の着実な植林による森林の若返りや長期間炭素

を固定する木材利用の促進、化石燃料の代替となる木質バイオマスの利用促進など森

林吸収源対策を積極的に推進する責務を担っている。 

 本町をはじめ、道内各地域では、森林資源の循環利用に向けて、森林整備事業や治

山事業など国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、山地

災害の防止、木造建築物の整備、森林づくりを担う人材の育成など、様々な取組を進

めてきたところである。 

 本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に貢

献するためには、活力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策を一層進

め、ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を図

ることが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、地球温暖化や山地災害の防止など森林の多面的機能の持続的な発揮に向けて、

新たに策定された「国土強靭化実施中期計画」に基づき、伐採後の着実な植林、適切

な間伐、路網の整備や、防災・減災対策の推進に必要な予算を十分に確保すること。 

 ２、森林資源の循環利用を推進するため、優良種苗の安定供給、鳥獣害・病虫害な
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ど森林被害の対策、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材加工・流通体制

の強化、建築物の木造・木質化や木質バイオマスの熱利用の促進などによる道産木材

の需要拡大、外国人材も含めた森林づくりを担う多様な人材の育成・確保などに必要

な支援を充実・強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学

大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから意見書案第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 意見書案第３号 

●中村議長 日程第１０ 意見書案第３号 国内農業を犠牲としないことを求める意

見書の提出についてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

 ３番岩井明議員。 

●岩井議員 意見書案第３号。 

 提出者、豊頃町議会議員岩井明。提出者、豊頃町議会議員藤田博規、同上、後藤孝

夫、同上、小笠原玄記。 

 国内農業を犠牲としないことを求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 国内農業を犠牲としないことを求める意見書。 

 近年の農業情勢では、世界人口の急激な増加や気候変動による農地の損失・農業生

産の減少が進むなど食料不足が危惧されている一方、ウクライナや中東など世界情勢
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の不安定化のほか、円安なども相まって、燃油・肥料・飼料等の生産資材価格の高止

まりが続いている。このため、農業者は厳しい経営状況から食料基地北海道にあって

も離農者が増加傾向にあり、このままでは将来にわたって国民に食料を安定供給する

ことは困難な環境下にある。 

 そうしたなか、米国による自動車などの追加関税や輸入品に対する相互関税の発動

が世界経済に混乱を招いており、一連の関税措置はＷＴＯ協定や日米貿易協定に明ら

かに違反する行為で、到底受け入れられるものではない。 

 一方、関税措置の見直しに向けた日米交渉が４月１６日から始まり、６月の合意を

目指して協議が進められているが、米国側からは米の市場開放やジャガイモ・牛肉な

どの検疫措置の緩和などが求められたとしている。これに対して、政府は中国との報

復関税で行き場を失った米国産の大豆やとうもろこしの輸入拡大などを交渉材料に、

自動車などの追加関税の撤廃等を求めるとの報道もされていたが、米中両国が追加関

税の引き下げなどの暫定措置を発表するなど、米国関税措置は混迷を深めている。 

 我が国においては、改正食料・農業・農村基本法が昨年６月５日に施行され、平時

からの食料安全保障の実現に向けて新たな基本計画を今年４月１１日に閣議決定した

ばかりであり、国益を優先するとして工業製品を守るため農産物の輸入拡大を図るこ

とは、さらに国内農業の生産基盤の脆弱化を招くことが危惧される。 

 ついては、日米関税交渉において、食料安全保障の観点に立ち、国内農業を犠牲に

した交渉は行わないよう、下記事項を要望する。 

 記。 

 １、ＷＴＯ協定等の違反である日米関税交渉において、自動車やアルミ・鉄鋼等の

追加関税や相互関税を回避するため、農産品の輸入拡大・関税の削減、検疫措置の緩

和など国内農業を犠牲にした交渉は行わないこと。 

 ２、新たな食料・農業・農村基本計画で掲げる目標等を確実に実行するため、改正

基本法で掲げる食料安全保障の確保が果たされるよう、国内の農業生産の増大を基本

に、生産基盤の維持・強化、担い手の育成確保などの新たな予算を十分に確保するこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済再生担当大臣。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから意見書案第３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第３号は、原案のとおり決定しました。 

 

       ◎ 意見書案第４号 

●中村議長 日程第１１ 意見書案第４号 地方財政の充実・強化に関する意見書の

提出についてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

 ７番大谷友則議員。 

●大谷議員 意見書案第４号。 

 提出者、豊頃町議会議員大谷友則。賛成者、豊頃町議会議員大崎英樹、同上、杉野

好行、同上、後藤孝夫、同上、小笠原玄記。 

 地方財政の充実・強化に関する意見書の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 地方財政の充実・強化に関する意見書。 

 いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう社会保障制度の整備、子

育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、ＤＸの推進、脱炭素化、

物価高騰対策など、極めて多岐にわたる新たな役割が求められている。加えて、多発

化する大規模災害への対応や新興感染症への備えも求められる中、地域公共サービス

を担う人員は圧倒的に不足しており、職場における疲弊感は日々深刻化している。 

 政府はこれまで「骨太方針」に基づき、地方一般財源の前年度水準を確保する姿勢

を示してきた。しかし、増大する行政需要また不足する人員体制に鑑みれば、今後は

より積極的な財源確保が求められている。 

 このため、２０２６年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地方一

般財源水準確保より積極的に踏みだし、社会全体として求められている賃上げ基調に

も相応する人件費の確保を含めた地方財政を実現するよう、以下の事項を求める。 

 記。 

 １、社会保障の充実、地域活性化、自治体ＤＸ、脱炭素化、物価高騰対策、防災・

減災、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握す
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るとともに、現行の水準にとどまらない、より積極的な地方財源の確保・充実をはか

ること。 

 ２、地域医療を確保するため、公立病院を含めた医療機関への財政支援と必要な財

源を確保すること。 

 ３、子育て対策、介護や生活困窮者の自立支援など、より高まりつつある社会保障

ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、地方単独事業分

も含め、十分な社会保障経費の拡充をはかること。特に、これらの分野を支える人材

確保にむけた自治体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。 

 ４、地方交付税の法定率を引き上げるなどし、引き続き臨時財政対策債に頼らな

い、より自律的な地方財政の確立に取り組むこと。また、地域間の財源偏在性の是正

にむけては、所得税や偏在性がより小さい消費税を対象に国税から地方税への税源移

譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと。 

 ５、政府として減税政策を検討する際は、地方財政を棄損することがないよう、あ

らかじめ「国と地方の協議の場」を活用するなどし、特段の配慮を行うとともに、地

方財政への影響が想定される場合は、確実にその補填を行うこと。 

 ６、「地方創生推進費」として確保されている１兆円については、現行の財政需要

において不可欠な規模であることから、恒久的財源としてより明確に位置付けるこ

と。また、その一部において導入されている行革努力や取組の成果に応じた算定方法

は、標準的な行政水準を保障するという地方交付税制度の趣旨に反することから、今

後、採用しないこと。 

 ７、会計年度任用職員においては今後も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められ

ることから、引き続き、その財政需要を十分に満たすこと。 

 ８、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対する特別交付税の減額

措置について、地域手当はその対象から除外されたものの、寒冷地手当、期末・勤勉

手当等については依然、その措置が残されていることから、自治体の自己決定権を尊

重し、これらの減額措置を早急に廃止すること。 

 ９、自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、その移行に係る経費はもと

より移行の影響を受けるシステムの改修経費や大幅な減額が見込まれるシステム運用

経費まで含め、必要な財源を補填すること。また、戸籍等への記載事項における「氏

名の振り仮名」の追加やマイナンバーカードと健康保険証・運転免許証の一体化な

ど、自治体ＤＸ化にともなうシステム改修や事務負担、人件費の増大が想定される際

は、十分な財政支援を行うこと。 

 １０、地域の活性化にむけてその存在意義が改めて重視されている地域公共交通に

ついて、公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、普通交付税の個別算定項目
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に位置付け、一層の施策充実をはかること。 

 １１、人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するな

ど、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。 

 １２、自治体の行う事業において、労務費の適切な価格転嫁が果たされるよう、必

要な財政支援を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働

大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策 少子化対策 

若者活躍 男女共同参画 共生・共助）。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから意見書案第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 意見書案第５号 

●中村議長 日程第１２ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２

分の１への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向

けた意見書の提出についてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

 ７番大谷友則議員。 

●７番大谷議員 意見書案第５号。 

 提出者、豊頃町議会議員大谷友則。賛成者、豊頃町議会議員大崎英樹、同上、杉野

好行、同上、後藤孝夫、同上、小笠原玄記。 

 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、「３０人以下学級」など

教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書の提出について。 
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 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、「３０人以下学級」など

教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書。 

 義務教育費国庫負担制度は、地方自治体の財政状況に左右されずに教職員を安定的

に確保するために、教職員の給与の一部を国が負担する制度である。この制度におけ

る国の負担率が２００６年に２分の１から３分の１に変更された。教育の機会均等を

確保するためにも、国の責任において義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担率

を２分の１へと復元することが重要である。 

 子どもたちへのきめ細やかな教育を実現するためには、教職員定数を抜本的に改善

することによる少人数学級の実現と教職員の超勤・多忙化解消は不可欠である。「公

立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法

律」が成立し、小学校において３５人以下学級が実現することとなり、２０２６年度

からは中学校も引き下げられる方針が示されているが、高校については依然として

「検討」にとどまっている。 

 今年度の文部科学省予算では、小学校の教科担任制および３５人学級実現等の教職

員定数改善が５，８２７人であるのに対し、自然減などにより８，８０３人の減少と

なっており、実質的な教職員増とはなっていない。早急に「３０人以下学級」を実現

し、実質的な教職員増としていく必要がある。 

 ２０２４年１２月に文部科学省が発表した「就学援助実施状況調査」では、要保護

・準要保護率は、全国で１３．６６パーセント（７人に１人）、北海道においては全

国で８番目に高い１７．５９パーセント（５．７人に１人）となっており、依然とし

て厳しい実態にある。また、教育現場では給食費・修学旅行費などの私費負担が減少

せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても自治体によってその措置

に格差が生じている。 

 さらに、小・中学校の不登校が１１年連続で増加し、過去最高を記録している。そ

の一因として、この間の学習指導要領が改訂の度に内容が難しくなるとともに、教科

書の頁数が増え子どもたちの負担になっていることが指摘されている。子どもたちの

負担を軽減し、学校をゆたかな学びの場とするためには、学習指導要領の内容精選お

よび標準授業時数精選をはかり「カリキュラム・オーバーロード」の早期改善をはか

る必要がある。 

 こうしたことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅

持、当面負担率２分の１への復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消、

「３０人以下学級」の実現など、学校がゆたかな学びの場となるよう、教育予算の確

保・拡充、就学補償の実現をはかるよう以下の項目について意見する。 
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 記。 

 １、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費

を無償とするよう求める。少なくとも、義務教育費国庫負担制度を堅持し、当面、義

務教育費国庫負担金の負担率を２分の１に復元するよう要請する。 

 ２、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消や、図書費などについて国

において十分な確保、拡充を行うよう要請する。 

 ３、就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、就学保障の充実に向け、国の責任に

おいて予算の十分な確保、拡充を図るよう要請する。 

 ４、小中高「３０人以下学級」の早期実現にむけて、学級編制標準を順次改定する

よう求める。当面、中学・高校への「３５人以下学級」拡大を求める。また、増加し

続ける不登校やいじめ、自死など子どもたちの解決すべき問題を改善するため教職員

定数改善や加配教員増員をはかるとともに、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の

実現のため、必要な予算の確保・拡充を図るよう要請する。 

 ５、子どもたちのゆたかな学びを保障するため、学習指導要領の内容精選および標

準授業時数精選をはかり、「カリキュラム・オーバーロード」の早期改善をはかるよ

う要請する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学

大臣。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから意見書案第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 意見書案第６号 
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●中村議長 日程第１３ 意見書案第６号 ２０２５年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書の提出についてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

 ３番岩井明議員。 

●３番岩井議員 意見書案第６号。 

 提出者、豊頃町議会議員岩井明。賛成者、豊頃町議会議員藤田博規、同上、後藤孝

夫、同上、小笠原玄記。 

 ２０２５年度北海道最低賃金改正等に関する意見書の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 ２０２５年度北海道最低賃金改正等に関する意見書。 

 北海道最低賃金の引き上げは、日本国憲法２５条に定められている「すべて国民

は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としていることから、人間

らしく暮らすための下限額として最も重要なものである。 

 道内で働く者の暮らしは昨今の物価上昇で一層厳しく、２０２４年に引き上げた５

０円で、常用労働者２１６万人（内パート労働者６４．７万人）の内、６０万人弱の

労働者が最低賃金近傍に張り付いている状況である。 

 労働基準法第２条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定め

ていますが、現状では最低賃金の影響を受けやすい非正規雇用労働者は、労働条件決

定にほとんど関与することができない。 

 政府は２０２０年代に全国平均１，５００円を目指すこととしており、中小・零細

事業者への支援を同時に進め、大幅引き上げに向けた環境整備が必要である。 

 最低賃金の引き上げ金額が低ければ、その近傍で働く多くの方の生活は、より一層

厳しいものとなり、個人の消費行動にも影響を与え、北海道経済にも悪影響を与えか

ねない。 

 ついては、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、２０２５年度

の北海道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を構ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、賃金構造基本統計調査の北海道における短時間労働者の平均時間額や民間の求

人時間額などを参考として、最低賃金を大幅に引き上げること。 

 ２、設定する最低賃金は、道内高卒初任給時間換算額「時間額１，１２６円」を下

回らない水準に改善すること。 

 ３、賃上げの原資確保のため、公正取引を促す「パートナーシップ構築宣言」の宣

言企業拡大を進めると同時に、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指

針」を推し進め、最低賃金の大幅引き上げを図ること。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 提出先、北海道労働局局長、北海道地方最低賃金審議会会長。 

 以上。 

●中村議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから意見書案第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議員の派遣 

●中村議長 日程第１４ 議員の派遣を議題とします。 

 議員の派遣については、お手元に配付のとおりです。 

 職員に文書を朗読させます。 

 山田事務局長。 

●山田事務局長 議員派遣の件。 

 次のとおり、議員を派遣するものとする。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催議員研修会及び江別河川防災ステーション行政視

察。 

 目的、議会の活性化に資するため。 

 派遣期日、令和７年７月８日（火）から同月９日（水）。 

 派遣場所、札幌市、江別市。 

 派遣議員、全議員。 

 ２、北海道町村議会議長会主催議会広報研修会。 

 目的、議会広報の編集技術の向上に資するため。 

 派遣期日、令和７年８月１８日（月）から同月１９日（火）。 

 派遣場所、札幌市。 



－ 49 － 

 派遣議員、議会広報特別委員会委員４人。 

 以上です。 

●中村議長 お諮りします。 

 ただいま事務局長が朗読しましたとおり、議員を派遣したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 なお、この際お諮りします。 

 ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には、議長に一任

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議員の派遣については、ただいま事務局長が朗読しましたとおり、議

員を派遣することに決定しました。 

 

       ◎ 委員会の閉会中の所掌及び所管事務調査の申し出 

●中村議長 日程第１５ 委員会の閉会中の所掌及び所管事務調査の申し出の件を議

題とします。 

 議会運営委員長、総務文教常任委員長及び産業厚生常任委員長から、会議規則第７

５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の所掌及び所管

事務調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 議会運営委員長、総務文教常任委員長及び産業厚生常任委員長からの申し出のとお

り、閉会中の所掌及び所管事務調査をすることにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の所掌及び所管事務調査とす

ることに決定しました。 

 

       ◎ 会期中の閉会 

●中村議長 日程第１６  会期中の閉会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 
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 ご異議ございませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

 

       ◎ 閉議宣告 

●中村議長 これで本日の会議を閉じます。 

 

       ◎ 副町長の退任あいさつ 

●中村議長 次に、菅原副町長から特に発言を求められておりますので、これを許し

ます。 

●菅原副町長 議長のお許しをいただきましたので、ごあいさつを申し上げます。 

 ６月１９日をもって退任いたします。 

 私は、昭和５３年に当時１００名を超えていた大津小学校事務職員から、教育委員

会社会教育主事にと採用いただきました。以来、４７年３か月、常に公平平等な職員

でありたいと心に思い勤めてまいりました。 

 平成１６年に教育長として選任をいただいて以来、教育長として１３年３月、副町

長として８年間務めさせていただきました。この間、この重大な職責を務めてこられ

ましたのは、歴代町長、議会議員の皆様、教育委員会委員の方々、そして町民の皆様

のご指導、ご支援をいただけたからこそであったと、改めて痛感している次第でござ

います。 

 特に、按田町長１期目の力強いスタートを補佐役として勤めさせていただきました

ことは、町の代表である町長の方針の具体化について、職員とともに様々な課題、困

難を解決しながら進めていくという、得難い経験をさせていただきました。改めて深

く感謝申し上げます。 

 私は、大津に始まる豊頃十勝の歴史と、現在の豊頃町が持っている様々な条件や資

源、可能性は、これからの豊頃の持続と発展を約束していると常々思っております。 

 今後も豊頃町の持続と発展を信じ、微力を尽くしてまいります。引き続いてご指

導、ご講義を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 

 さて、今定例会で山田局長の副町長就任を同意いただきました。山田副町長へのご

指導、ご支援を、私に倍しまして賜りますようお願い申し上げ、十分に意と尽くすこ

とはできませんが、退任のごあいさつといたします。本当にお世話になりました。あ

りがとうございました。 

（ 拍 手 ） 
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       ◎ 閉会宣告 

●中村議長 これをもって、令和７年第２回豊頃町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ２時４０分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 


